
ロタウイルス予防接種が定期接種になります 
　10月からロタウイルス予防接種が、定期接種（予防接種法に基づいた予防接種）になります。 

　接種できる時期を確認して、計画的に予防接種を受けましょう。 

令和2年8月1日以降に生まれた0歳児 

接種するワクチンの種類によって異なります。 

スケジュールをよくご確認いただき、予防接種を受けるようにしてください。 

無料 

出生届提出時に「予防接種ガイド」と一緒に交付しています。 

羽島郡内の医療機関で接種する方法と、町が指定する県内医療機関で接種する方法

（広域化予防接種）があります。 

　実施医療機関は町ホームページをご覧ください。 

建築物の耐震化促進に伴う 
助成（申込期限の変更） 

　町では地震に備えるため、昭

和56年5月31日以前に着工され

た木造一戸建て住宅の耐震診

断を希望される方に、無料で専

門家を派遣し、耐震診断と耐震

補強のアドバイスを受けられる

制度を設けています。また、昭

和56年6月1日以降に着工され

た木造住宅の耐震診断と、昭

和56年5月31日以前に着工され

た木造以外の建築物の耐震診

断、昭和56年5月31日以前に着

工された木造住宅の耐震補強

または、耐震シェルターなどの設

置にかかる費用の一部を助成

する制度を設けています。 

　なお、国の予算の都合により、

申込期限が例年より早くなりま

したので、ご注意ください。 

11月30日（月） 

e建設課　蕁388‐1117

全国一斉情報伝達試験 
　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送られてくる緊急情報を、

全国瞬時警報システム（J‐アラート※）により皆さんにお伝えするため

の試験を行います。 

　笠松町以外の地域でも、全国的に同様の情報伝達試験が実施さ

れます。この機会に災害発生時の行動を再確認するとともに、平常

時の備えなどについて家庭内で話し合いましょう。 

※J‐アラートとは、地震や武力攻撃などの緊急情報を、国から市町村

へ人工衛星などを通じて瞬時に情報を伝達するシステムのことです。 

c総務課　蕁388‐1111

遅らせないで！子どもの予防接種 
　新型コロナウイルス感染症の影響により、定期予防接種の接種率

低下が懸念されています。 

　予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに

決められています。特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつ

くのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。 

　医療機関では換気や消毒を行うなど、新型コロナウイルス感染防

止対策に努めています。 

　子どもの予防接種は、決して「不要不急」ではありません。必要な

時期に予防接種を受け、お子さんを感染症から守りましょう。 

c健康介護課　蕁388‐7171

福祉医療費受給者証（母子家庭等・父子家庭）更新の手続きを 
　福祉医療費受給者証（母子家庭等・父子家庭）をお持ちの方は、

10月31日で有効期限が満了となりますので、更新の手続きが必要です。 

　更新の手続きをされないと、11月から医療費の助成が受けられなく

なりますのでご注意ください。 

10月30日（金） 

受給資格者により、持ち物は異なります。10月上旬にお送り

する更新案内をよくご確認ください。 

※郵便での申請も可能です。 

c住民課　蕁388‐1115

岐阜県地震防災の日 

ワクチン名 ロタリックス獏 

接種時期 
（対象者） 

接種回数 

出生6週0日後～24週0日後 
※初回接種は、必ず出生14週6日後までに接種。 
（標準初回接種年齢は、生後2か月ごろです。なお、出生〇週〇日後は、出生日の翌日を出生1日後として算出します。） 
2回（27日以上の間隔をあける） 

ロタテック獏 
出生6週0日後～32週0日後 

3回（27日以上の間隔をあける） 

リバーサイドカーニバルの中止 
　10月下旬に開催を予定して

おりました「リバーサイドカーニ

バル2020」は、新型コロナウイル

ス感染症の感染防止対策徹底

が困難との判

断により、中止

します。 

cかさまつまちづくりイベント 

実行委員会（企画課内） 

蕁388‐1113

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

10月7日（水）　午前11時ごろ 

情報伝達試験「これはテストです。」と放送されます。 

各家庭の戸別受信機と屋外スピーカーから訓練放送が流れます。 

　岐阜県では、明治24年10月28日に濃尾地震が発生したことから、

毎年10月28日を「岐阜県地震防災の日」と定めています。 

　地震が発生したとき、被害を最小限におさえるには、一人ひとり

が適切な行動をとることが大切です。 

　避難場所や家族との連絡方法の確認、非常

用持出袋の点検など、災害に備えて準備をして

おきましょう。 

① 羽島郡内の指定医療機関で接種する場合 

　羽島郡外にかかりつけ医がいる方や、やむを得ない事情により羽島郡内で接種することが困難な方は、

町が指定する県内の医療機関で接種を受けることができます。 

※各医療機関により接種可能な予防接種が異なります。事前に町またはかかりつけ医に確認してください。 

c健康介護課　蕁388‐7171

② 広域化予防接種協力医療機関で接種する場合 

　令和2年「緑の募金」運動

にご協力いただきありがとう

ございます。 

　皆さんからお寄せいただ

いた募金は、緑化推進事業

に活用させていただきます。 

募金総額　625,700円 

「緑の募金」活動へのご協力 
ありがとうございました 

 
 
 
対象者 
接種回数・接種間隔 

接種費用 
予診票の交付 
指定医療機関 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申込期限 

 
 
 
 
 
申請期限 
持ち物 

町からのお知らせ 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073
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